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自立相談支援事業等業務委託プロポーザル実施要領 

 

１ 事業の趣旨・目的 

①自立相談支援事業・住居確保給付金事業・家計改善支援事業 

生活困窮者自立支援法（平成２５年法律第１０５号。以下「法」という。）

に基づき、生活困窮者の状態に応じた包括的かつ継続的な相談支援等を実施

するとともに、地域における自立・就労・家計に関する支援等の体制を構築

することにより、困窮状態から早期に脱却することを支援する。 

②被保護者就労支援事業 

生活保護受給者に対し、専門的立場から就労支援を行うことにより、自立

の促進を図る。 

各事業をさらに充実したものとするため、生活困窮者等への支援に精通し、

継続的・安定的に事業を遂行できる事業者をプロポーザル方式により募集・

選定する。 

 

２ 業務概要 

（１）業務名 

自立相談支援事業等業務委託 

（２）業務内容 

別紙「令和６年度自立相談支援事業等業務委託仕様書」のとおり 

なお、委託契約については、選定された者と区との間で、本仕様内容及

び提案内容を基本に、委託内容、仕様等について再度調整を行ったうえで

実施する。 

（３）契約期間 

令和６年４月１日から令和７年３月３１日まで 

※ただし、業務実績が良好かつ仕様に変更がない場合、契約を２回まで

更新することができる。 

（４）委託上限額 

金額は企画内容の規模を表すもので、契約予定金額を示すものではない。

また、最低価格の設定はしない。 
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① 自立相談支援事業（住居確保給付金事業含む） 

  ３４,９５８,０００円 

② 家計改善支援事業 

１２,９７６,０００円 

③ 被保護者就労支援事業 

     １０,４５０,０００円 

 

３ 参加資格 

企画提案に参加する者は、次に掲げる要件をすべて満たしていること。 

（１）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に

該当しないこと。 

（２）民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく再生手続開始の申立

てをした者であっては再生計画の認可がなされていない者、会社更生法（平

成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申立てをした者にあっ

ては更生計画の認可がなされていない者でないこと。 

（３）暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法

律第７７号）第２条第２号に規定する暴力団をいう。）又はその構成員の統

制下にある法人ではないこと。 

（４）江東区競争入札参加有資格者指名停止措置要綱（２７江総経第３２８１

号）による指名停止を受けていないこと。 

（５）江東区における競争入札参加資格を有すること（東京電子自治体共同運

営「電子調達サービス」による）。 

（６）東京都内に本社または事業所があること。 

（７）直近３年間に地方公共団体において本事業と同様の事業を受託した実績

があること。 

（８）宗教活動や政治活動を主たる目的とする法人等でないこと。 

 

４ スケジュール  

（１）実施要領の公表日 

令和５年１２月１３日（水） 
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（２）質問受付期間 

令和５年１２月１３日（水）～令和５年１２月２６日（火）午後３時 

（３）質問回答日 

令和６年１月９日（火） 

（４）参加表明書及び企画提案書提出期限 

  令和６年１月１５日（月）午後３時 

（５）第 1 次審査結果通知 

令和６年１月３１日（水） 

（６）第２次審査（プレゼンテーション） 

  令和６年２月７日（水） 

（７）最終選定結果通知 

令和６年２月１４日（水） 

 

５ 参加手続 

（１）実施要領の公表 

ア 公募期間：令和５年１２月１３日（水）～令和６年１月１５日（月） 

イ 公募方法：区ホームページにて公表 

（２）質疑・回答 

ア 質問受付期間：公募開始～令和５年１２月２６日（火）午後３時 

イ 質問方法：「質問票」（様式３）に記載のうえ、電子メールにより 

「１１ 担当課」まで提出すること。メールの件名は「【提案者名】自立

相談支援事業等業務委託にかかる質問」とすること。 

ウ 回答日：令和６年１月９日（火） 

エ 回答方法：質問への回答は参加者名を伏せたうえで区ホームページに

掲示し、個別の回答は行わない。 

（３）応募書類の提出 

ア 提出期限 

令和６年１月１５日（月）午後３時必着 

※提出期限を過ぎて到着した書類は無効とする。 

イ 提出方法 
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持参または郵送 

・持参の場合は、平日の午前９時から午後５時（令和６年１月１５日に

おいては午後３時）まで 

・郵送の場合は、配達証明書付き書留郵便とし、提出期限までに必着 

ウ 提出先 

〒１３５－８３８３ 東京都江東区東陽４－１１－２８ 

江東区役所 ２階２４番窓口 

江東区生活支援部保護第一課自立支援担当 

 

６ 提出書類 

（１）参加表明書（様式 1） 1 部 

（２）企画提案書 正本 1部 副本 7部 

ア 表紙は「自立相談支援事業等業務企画提案書の提出について（様式２）」

を使用すること。なお、副本への添付は、コピーでも可とする。 

イ Ａ４縦型横書き（左２箇所止め）又はＡ４横型横書き（上辺２箇所止

め）でいずれもＡ３版資料折込可。両面・片面印刷いずれも可。ページ

数は２５ページ以内（企画提案書表紙（様式２）は除く）とする。 

ウ 正本・副本ともに、表紙を除き参加事業者名が特定できる表現を記載

しないこと。 

エ 真に必要な場合を除き、個人の情報や、これらを類推できるような事

項を記載しないこと。 

オ 内容は以下のとおりとし、簡潔かつ具体的に記載すること。 

１生活困窮者へ

の支援について

基本的考え方と

事業への理解 

①応募した動機と抱負について 

②生活保護世帯・生活困窮世帯の現状や課題、各事業

の果たす役割と効果について 

③直近３年間における類似事業の受託実績について 

２支援の取組み ①支援方針及び目標について 

②各事業の具体的な取り組みについて 

③独自の取組みについて（募集内容によらない自主提

案） 
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３業務体制 ①人員配置計画について（資格・経験年数、雇用形態、

バックアップ体制など） 

②従事者への教育・研修計画について（人材育成） 

③業務の進行管理について 

４危機管理 ①トラブル防止及びトラブル発生時の対応について 

②苦情への対応について 

５個人情報保護 個人情報保護方針及び考え方・従事者への守秘義務の 

遵守について（プライバシーマークやＩＳＯ27001 等を

取得している場合は記載すること） 

６事業実施まで

の準備 

①区との打合せ・連携体制について 

②スケジュールについて 

 

（３）価格提案書（見積書） １部 

・江東区自立相談支援事業等業務委託事業者選定委員会委員長あて、任意

様式とする。なお、消費税を含む金額を記載するとともに、各事業におけ

る積算内訳を明記すること。 

（４）団体（法人）概要書（様式任意 作成済のもので可） １部 

（５）法人登記簿謄本（令和５年１月１日以降に発行されたもの） １部 

（６）決算報告書またはこれに類する書類（直近３期分のもの） １部 

※提出書類等は返却しない。 

※提出時期については、スケジュールのとおり 

※提出された企画提案書は、本プロポーザルにおける契約の相手方の候補

者の選定以外の目的では使用しない。ただし、公文書開示請求があった場

合は、開示対象になることがある。 

７ 評価方法 

（１）評価基準 

別紙「評価基準」のとおり 

（２）評価方法 

企画提案書・価格提案書・プレゼンテーション及びヒアリングについて、

評価基準に基づいて評価する。 
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（３）第１次審査（書類審査） 

提出書類について「評価基準」に基づき採点を行い、得点が高い事業者

から順に３事業者を第２次審査対象者として選定する。 

第１次審査の結果は、令和６年１月３１日（水）までに全ての参加事業

者に電子メールにより通知し、併せて、第２次審査対象者には日時、場所

等詳細を通知する。 

（４）第２次審査（プレゼンテーション及びヒアリング） 

本業務を受託した際に携わる担当者が出席し、企画提案書に沿って説明

を行うこと。 

１事業者あたり３０分（プレゼンテーション２０分、ヒアリング１０分）

程度とし、参加人数は３名までとする。 

パソコンを使用する場合は事前に申し出の上、持参すること（プロジェ

クター及びスクリーンは区が用意する）。 

（５）候補者の選定方法 

ア 失格者を除いた者の内、（３）（４）の総合点が最も高い者を、契約の

相手方の候補者として選定する。 

イ 最高点の者が複数の場合は、価格提案書の金額が最も安価な者を契約

の相手方の候補者として選定する。なお、金額も同額の場合については、

当該者は、当初提案の金額の範囲内で、価格提案書を再作成し、再提出

された価格提案書の金額が最も安価な者を契約の相手方の候補者として

選定する。 

ウ ア、イに関わらず、総合点が６０％（１２６点）未満の場合は、候補

者として選定しない。 

（６）その他 

次に掲げる事項に該当する者は、失格とする。 

ア 提出した書類に虚偽の内容を記載した場合 

イ 本実施要領に示した企画提案書等の作成及び提出に関する条件に違反

した場合 

ウ 価格提案書の金額が委託上限額を超える場合 

エ 評価の公平性に影響を与える行為があった場合 
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オ 評価に関わる委員に対して、直接、間接を問わず故意に接触を求めた

場合 

カ その他選定結果に影響を及ぼすおそれのある不正行為を行った場合 

 

８ 選定結果の通知・公表 

選定結果については、令和６年２月１４日（水）までに第２次審査参加者

全員に通知する。また、契約締結後速やかに、下記項目において区ホームペ

ージにおいて公表する。 

【公表事項】 

（１）候補者の名称、総合点及び選定理由 

（２）（１）以外の参加者の名称及び総合点 

※（１）以外の参加者の名称は、ＡＢＣ表記とし、総合点は点数順で表

記する。 

※参加者が２者の場合、次点者の得点は公表しない。 

 

９ 契約手続 

（１）契約交渉の相手方に選定された者と江東区との間で、委託内容、経費等

について再度調整を行った上で委託契約を締結する。 

（２）選定された候補者が、特別な事情等により契約を締結しない場合は、そ

の理由を記載した辞退届（任意様式）を提出すること。なお、この場合、

次順位者を候補者とする。 

 

１０ その他 

（１） 参加表明書の提出後に辞退する場合は、書面により届け出るものとする。 

（２）企画提案書及び価格提案書については、１者につき１提案に限る。 

（３）すべての提出書類は提出した後の差替、訂正、再提出をすることはでき

ない。ただし、江東区から指示があった場合を除く。 

（４）参加表明書を提出した後、江東区が必要と認める場合は、追加書類の提

出を求めることがある。 

（５）提出書類の作成、提出、ヒアリング及びプレゼンテーション等に要する
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経費は、提案者の負担とする。 

（６）書類等の作成に用いる言語、通貨及び単位は、日本語、日本円、日本の

標準時及び計量法（平成４年法律第５１号）に定める単位とする。 

（７）本業務の実施及び予算額については、令和６年第１回区議会定例会にお

ける令和６年度当初予算が可決された場合において有効とするため、中止

または変更となることがある。 

 

１１ 担当課 

 江東区生活支援部保護第一課自立支援担当 

 担当 黒井、鹿島 

 電 話：０３－３６４７－４７５３ 

 メール：jishi-tan1@city.koto.lg.jp 


